
 

栃木市獣害対策設備設置費補助金について 
（平成２８年４月１日改正施行） 

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等の野生獣による農林業・生活環境被害を

受ける個人または自治会等の団体が、獣害対策としてワイヤーメッシュ柵等の侵

入防止柵や、箱わな等を設置する場合に、栃木市から補助金を交付します  

申請要件、補助金額等については以下のとおりです（事前申請制度です）  

１．交付の

対象者  

・個人…市内に住所を有する者又は市内に事業所を置く法人（市税に

滞納のない者に限る）  

・団体…市内に存する団体のうち自治会又は里山林整備団体  

その他市長がこれらに類するものと認める団体  

２．補助対

象事業  

過去５年以内（※）にこの補助金の交付を受けていない市内の土地に、

獣害対策設備を設置する事業  

（※災害等による破損の場合のみ５年以内も対象とします）  

３．補助の

対象と な

る獣害 対

策設備  

侵

入

防

止

柵  

金網柵  目合が１０ｃｍ以下のもの  

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵  ワイヤー径がおおむね４ｍｍ以上のもの  

（ウリ坊対策は目合１０ｃｍ以下推奨）  

電気柵  電気用品安全法適合品の電源装置から電源をとる

電気柵で、危険表示、専用開閉器、漏電遮断器（３

０Ｖ以上の場合）を設置するもの  

（※放牧用電気柵は対象外）  

ネット  獣害専用のネットで、目合いが１０cm 以下のもの 

防草シート  侵入防止柵と併設可能なもので、電気柵の場合は

その性能を妨げないもの  

大型  

わな  

箱わな・  

囲いわな  

イノシシ、ニホンジカ又はニホンザル用のもの  

小型  

わな  

小型箱  

わな  

ハクビシン又はアライグマ用のもの  

その他  獣害対策に効果があると市長が認めるもの  

４．補助対

象経費  

１．獣害対策設備及びその資材の購入に要する経費  

２．侵入防止柵の設置委託料（設置委託料）  

※下記①から④の設置１ｍ当たりの単価で計算した額と、実際に支払った

設置委託料の額を比べてどちらか低い方の額を補助対象とします 

№  侵入防止柵の種類  設置１ｍ当たり  

①  金網柵又はﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵で、高さ１ｍ以下のもの  １００円以内  

②  金網柵又はﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵で、高さ１ｍを越え２m 以

下のもの  
２００円以内  

③  ・金網柵又はﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵で、高さ 2m を超えるもの  

・金網柵又はﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵と、電気柵を併設するもの(サル用) 
３００円以内  

④  上記以外のもの（電気柵、ネット）  ５０円以内  

３．団体が自力施工で侵入防止柵を設置する場合（団体設置費）…同上  

※設置に用いる道具、資材の送料は補助対象外  

資料２ 



 

５．補助金

額  

【侵入防止柵】  

対象者  補助対象額  上限額  

個人  

自力施工  補助対象経費の２／３以内の額  
20 万円  

以内  設置委託  
補助対象経費の２／３以内の額と  

設置委託料の額の合計の額  

団体  

自力施工  
補助対象経費の 9／10 以内の額と 

団体設置費の額の合計の額  100 万円  

以内  
設置委託  

補助対象経費の 9／10 以内の額と 

設置委託料の額の合計の額  

【大型わな】  

対象者  補助対象額  上限額  

個人  補助対象経費の２／３以内の額  10 万円  

以内  団体  補助対象経費の 9／10 以内の額  

【小型わな】  

対象者  補助対象額  上限額  

個人  補助対象経費の２／３以内の額  1 万円  

以内  団体  補助対象経費の 9／10 以内の額  

※補助金の予算額を超えた場合、終了となります  

６．補助回数 侵入防止柵、大型箱わな、小型箱わな、年間各１回（※）  

(※災害等による破損の場合のみ同年度も補助対象とします ) 

７．受付期間 

(土日祝日を除く) 

設備を設置する前に申請が必要です  

○団体の侵入防止柵…設備を設置する日の３０日前までに  

最終受付：※当該年度の１月末日まで  

○それ以外のもの……設備を設置する日の２０日前までに  

最終受付：※当該年度の２月末日まで  

※補助金の予算額を超えた時点で受付は終了となります  

８．申請方法 要件に該当する方で補助金を希望する方は、  

①申請書（様式第１号）  

②設置箇所の位置図  

③資材費の見積書（コピー）  

④設置委託料の見積書（コピー）※自力施工の場合は丌要  

下記申請先に提出してください  

詳しくは下記問合せ先にご相談ください  

 

９．申請先  

（問合せ先） 

産業振興部農林整備課獣害対策係、又は各産業振興課農林振興係まで 

・農 林 整 備 課 獣害対策係  ☎  0282(21)2289、2387 

・大平産業振興課  農林振興係  ☎  0282(43)9212 

・藤岡産業振興課  農林振興係  ☎  0282(62)0906 

・都賀産業振興課  農林振興係  ☎  0282(29)1104 

・西方産業振興課  農林振興係  ☎  0282(92)0313 

・岩舟産業振興課  農林振興係  ☎  0282(55)7764 

 


